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    「平成２１年度住宅防火対策推進シンポジウム」の開催について  

 

我が国の住宅火災における死者数は、平成 15 年以降連続して 1,000 人を超える高

い水準で推移しています。このうち、65 歳以上の高齢者が占める割合は約６割とな

っており、今後の高齢化の進展とともにさらに増加することが懸念される状況にあ

ります。 

 このため、平成 16 年の消防法改正により、すべての住宅を対象として住宅用火災

警報器等（以下「住警器」という。）の設置及び維持が義務付けられたところです。

既存住宅への住警器の設置及び維持の義務付けは、本年６月１日時点で全国の約４

割の地域おいては既に適用され、平成 23 年６月までにはすべての地域で適用される

こととなりますが、住警器の普及は未だ十分には進んでいない状況です。 

 住警器の早期普及は、住宅防火対策の「切り札」と言え、国民の安全・安心を確

保する上で極めて重要な課題であり、消防機関に限らず、関係行政機関、関係団体、

関係業界等、あらゆる主体が総力を結集し、国民運動的に取り組む必要があります。 

そこで、この時機を捉え、住警器の普及と住宅防火への意識啓発を図り、住宅防

火対策の重要性を広く周知することを目的として別添のとおり、シンポジウムを開

催することとしましたので、お知らせいたします。  
 また、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨ご周知くださるようよろしくお願

いいたします。  
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 別添  
     「平成２１年度住宅防火対策推進シンポジウム」開催要領 
 
１ 趣旨  

我が国の住宅火災における死者数は、平成 15 年以降連続して 1,000 人を超える

高い水準で推移しており、今後の高齢化の進展とともにさらに増加することが懸

念される状況にある。 

  このため、平成 16 年の消防法改正により、すべての住宅を対象として住宅用火

災警報器等（以下「住警器」という。）の設置及び維持が義務付けられたところで

あり、既存住宅への設置及び維持の義務付けは、平成 23 年６月までにはすべての

地域で適用されることとなるが、住警器の普及は未だ十分には進んでいない状況

である。 

 住警器の早期普及は、住宅防火対策の「切り札」と言え、国民の安全・安心を

確保する上で極めて重要な課題であり、消防機関に限らず、関係行政機関、関係

団体、関係業界等、あらゆる主体が総力を結集し、国民運動的に取り組む必要が

ある。 

 そこで、この時機を捉え、住警器の普及と住宅防火への意識啓発を図り、住宅

防火対策の重要性を広く周知することを目的とするものである。  
 
２ 主 催  
  総務省消防庁  
 
３ 名 称  
  「平成２１年度住宅防火対策推進シンポジウム」  
 
４ テーマ  
  「地域と行政の連携による住宅防火の推進」 
     ・・・住宅用火災警報器等を設置しよう・・・  
      
５ 開催日時及び場所  
（１）大阪府会場  
   平成２１年１０月３０日（金）  
   大阪府大阪市北区中之島１－１－２７    大阪市中央公会堂  

（２）山口県会場  
   平成２１年１１月２６日（木）  
   山口県下関市菊川町大字下岡枝１１７    下関市菊川ふれあい会館（アブニール）

（３）香川県会場  
   平成２２年１月１３日（水）  
   香川県高松市屋島西町２３６６－１     高松テルサ  
（４）佐賀県会場  
   平成２２年１月２２日（金）  
   佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１００６－１  佐賀勤労者総合福祉センター  



（５）滋賀県会場  
   平成２２年２月６日（土）  
   滋賀県長浜市大島町大島３７         長浜文化芸術会館 
（６）神奈川県会場  
   平成２２年２月１２日（金）  
   神奈川県川崎市中原区上小田中６－２２－５ エポックなかはら 
（７）北海道会場  
   平成２２年２月２１日（日）  
   北海道旭川市７条通６丁目         ロワジールホテル旭川 
（８）岐阜県会場  
   平成２２年３月５日（金）  
   岐阜県岐阜市学園町３-４２         県民文化ホール未来会館  
 
 ※ 開催時間は現在調整中ですが、各会場とも午後１：００～２：００の間に開

演し、２時間半後に閉演の予定です。  
 
６ 内容  
  学識経験者等による基調講演、地域住民と行政それぞれの住宅防火活動の関係

者によるパネルディスカッションを行い、消防団や婦人防火クラブ員等の住宅防

火活動のリーダーとなる方に有効な知見を提供する。あわせて、会場内で最近の

住宅防火グッズ等の展示を行う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
（参 考）  
 

住宅防火対策推進協議会主催でも同様のシンポジウムを今年度は下記のとおり開

催します。  
 

 
（１）宮崎県会場  

    平成２１年７月２４日（金）  
    宮崎県宮崎市橘通西１－１－２    宮崎市民プラザ  

（オルブライトホール）  
（２）岡山県会場  

    平成２１年８月７日（金） 

岡山県岡山市北区駅元町１４－１    岡山コンベンションセンター 
（コンベンションホール） 

（３）鳥取県会場  
平成２１年８月２８日（金） 

鳥取県米子市末広町２９３      米子市文化ホール  
 
（４）北海道会場  

平成２１年９月９日（水） 
北海道函館市大手町５－１０     函館国際ホテル  

 
（５）群馬県会場  

    平成２１年９月３０日（水）  
群馬県前橋市千代田町２－５－１   前橋テルサ  

（テルサホール）  
（６）秋田県会場  

    平成２１年１０月８日(木)  
    秋田県秋田市中通２－６－１     秋田ビューホテル  

 
（７）和歌山県会場  

    平成２１年１０月２７日（火）  
    和歌山県和歌山市小松原通り１－１  和歌山県民文化会館 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
（８）島根県会場  

    平成２１年１１月９日（月）  
    島根県松江市学園南１－２－１    島根県立産業交流会館 

（くにびきメッセ多目的ホール）  
 
 
※ 開催時間は現在調整中ですが、各会場とも午後１：００～２：００の間に開演

し、２時間半後に閉演の予定です。  
 
 
 
 
 


